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はじめに 

 差額徴収なる制度を経験したのは,現在 50 歳以上の歯科医師であろう.20 代,30 代

の歯科医師にこれを問えば,「サガクチョーシューって何?」との答えが返ってくる.その

一方,年配の患者の中には現在でも歯科医療には差額徴収がある,との誤解が存在し

ている.  ここにきて,医療全体の枠組み中で,いわゆる「混合診療」の問題が関心を呼

んでいる.歯科医療関係者以外の医療関係者の多くは,「歯科医療は混合診療の本家

本元である」と考えている.今後,混合診療の問題を考えるうえにおいて,かつての差額

徴収の顛末は,事実として避けて通れない問題である.制度廃止から四半世紀たち,今

一度,この差額徴収を振り返るとともに,考察を行ってみた. 

 

 

Ⅰ.差額徴収の経緯 

 

1.差額徴収制度の発端 

 

 1）昭和 30 年通知(表 1) 

 差額徴収の発端は昭和30年の厚生省通知であり,金合金を使用した場合に,患者か

ら特例的に費用の徴収を認めるとする内容である.ただし,当時は国民皆保険が達成

される前でもあり,情報伝達の正確性,迅速性の点から,この通知の内容が歯科医療機

関にどの程度まで周知されていたかは,疑問の残るところである. 



 

 

2）昭和 42 年通知(表 2) 

 差額徴収が全国的に広がったのは,昭和 42 年に中医協(中央社会保険医療協議会)

の建議に基づく厚生省通知である.この通知により,差額徴収の要件は大幅に緩和さ

れた. 

 この通知は,患者の希望があって,金合金冠,陶材冠,金属床義歯,ダミー2 歯以上のブ

リッジなどの保険外診療を行った場合,保険外診療の診療費(当時は「慣行料金」と称

していた)から,保険で給付されるこれに類似する治療行為の金額を引いた金額を患

者から徴収してよいとする制度である.例えば,金合金の冠(保険外診療)の料金を 8 万

円,金銀パラジウム合金の冠(保険診療における一連の費用の合計)を 1 万円とした場

合,8万円から1万円を引いた差額7万円を患者から徴収してよい,というものである(図

1). 

 なお,保険給付の対象とならない診療は一般に,「自費診療」「自由診療」と呼ばれる

が,本稿では保険診療との対比の面から[保険外診療」を用いた. 
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2.社会問題化 

 

 昭和 42 年の差額徴収の拡大に当たって,当時の日歯(日本歯科医師会)でも運用面

でのトラブルを危惧する発言があったが,現実に,「高額な差額を請求された」「歯科医

http://www.minnanoshika.net/naisho/index.php?plugin=attach&refer=%A4%AB%A4%C4%A4%C6%A4%CE%BA%B9%B3%DB%C4%A7%BC%FD%A4%C8%A4%CF%A4%A4%A4%AB%A4%CA%A4%EB%A4%E2%A4%CE%A4%C0%A4%C3%A4%BF%A4%CE%A4%AB&openfile=%C9%BD2.jpg
http://www.minnanoshika.net/naisho/index.php?plugin=attach&refer=%A4%AB%A4%C4%A4%C6%A4%CE%BA%B9%B3%DB%C4%A7%BC%FD%A4%C8%A4%CF%A4%A4%A4%AB%A4%CA%A4%EB%A4%E2%A4%CE%A4%C0%A4%C3%A4%BF%A4%CE%A4%AB&openfile=%BF%DE1.jpg


師からの説明がない」といった患者からのトラブルが相次いだ.昭和 45 年には,中医協

から厚生大臣宛の建議書に,この問題について措置を講じることが記載された. 

 この建議を受けて,厚生省と日歯が協議し,その結果,差額徴収についてのポスターを

作製し,全国の歯科診療所に配布している. 

 しかし,その後も患者の苦情が相次ぐ.そこで,昭和 49 年,さらに翌 50 年,厚生省は,差

額徴収の対象は金合金冠や陶材冠,金属床義歯等の保険外診療の補綴物に限定さ

れること,患者の希望があった場合に限るものであることを旨とする通知を示し,改めて

全国の歯科医療機関に対して差額徴収の適正な運用を図った(表 3).ところが日歯は,

これらの通知が日歯に相談することなく一方的に発せられて遺憾である,との申し入

れ書を厚生大臣に提出している. 
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 こうして,厚生省と日本歯科医師会,双方の見解の大きな隔たりが埋まらぬまま,昭和

50 年には衆議院社会労働委員会で,この間題が取り上げられ,日歯副会長が参考入

として出席し,医療における倫理の重要さ,小児う蝕の予防研究体制の充実などを述へ

るとともに,患者白身が白ら健康を守る姿勢が重要である,と発言している. 

 また,同年,日歯会長から厚生大臣および全国会議員に対して要望書が提出されて

いる.このなかで,差額問題については謙虚に受け止めていることが記されている.それ

とともに,補綴治療は差額に頼らざるをえないこと,乳幼児の診療費の大幅な加算,再

診料の制約の廃止,などを要望している.社会的には,大阪,神戸,東京などに消費者団

体が「歯科 110 番」を設置し,新聞でも差額徴収の問題が再三取り上げられるようにな

った. 

 この時期,日本医師会は「中医協が歯科差額の問題に時間をとられており不満であ

る」との見解を示し,昭和 51 年には差額徴収の廃止について厚生大臣宛の要望書を

提出している.要望書では,差額徴収の制度は社会保険医療の体系を破壊するもので

あることなどを理由として,行政当局の反省を促している. 

 

3.差額徴収の廃止 

 

 このような経過を経て,昭和51年3月の中医協において歯科側委員退席のもと,差額

徴収制度の廃止が答申された.日歯は,この答申を「暴挙である」として声明書を発表

している.同年 4 月には,日歯は会長以下役員が交代した. 

 この答申を受け,昭和 51 年 7 月末日をもって差額徴収は廃止された(表 4). 



 

 

4.材料差額,そして特定療養費へ 

 

 廃止された差額徴収は,昭和53年2月からはまったく形を変えて,前歯部の鋳造歯冠

修復についての「材料差額」の制度となる.これにより,差額として患者から徴収できる

のは金合金と金銀パラジウム合金との材料の差額のみとなり,しかも,対象歯が前歯

部に限定され,従来の差額徴収とは,まったく異なる制度となった(表 5). 
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 昭和 56 年には,歯冠継続歯の金属材料の差額も同様の扱いとなった. 

 昭和59年以降は,差額ベッドとともに特定療養費の対象となり,法令上の根拠が明確

となった.歯科診療における特定療養費は,その後,平成 6 年には金属床総義歯,平成 9

年には小児う蝕の継続管理が加わっている. 

 

 

Ⅱ.差額徴収が抱えた問題とは 

 

 一見,合理的とも思える差額徴収は,なぜ歯科医療に大きな汚点を残したのだろうか.

この制度が患者から大きな批判を浴びた点は以下の 3 点である. 
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① 保険診療の対象である金パラの冠やレジン床義 歯でも,差額が徴収された. 

 

 差額徴収の対象となる治療は金合金や金属床,メタルボンド冠など,保険外診療に限

定したものである.しかしながら,実際には,保険診療の対象である金銀パラジウム合金

冠やレジン床義歯などでも差額が徴収されることがあり,差額徴収の制度が適正に運

用されていなかった. 

 

②差額の金額が高額で,しかも不明朗であった. 

 

 患者の立場からみると,差額の金額は歯科医療機関の「言い値」であり,しかも相当

高額な料金であることもしばしばであった.また,高額な料金を支払っても領収証が交

付されない,いわば不明朗との批判もあった.患者にとっては,一体「いくら取られるかわ

からない」状況であったのである.昭和 40 年代当時は健保の本入負担がない時代で

ある.保険診療だけであればタダですむものが,何万円,何十万円という負担になるの

であるから,患者の不信感も大きなものであった. 

 

③歯科医師・歯科医療機関の数が少なく,患者側 が不利な状況であった. 

 

 昭和 40 年代は,歯科大学乱設がまさに始まろうとする時期であり,歯科医師・歯科医

療機関の数が少なかった.そのため,患者本位,患者が医療機関を選択するといった今

日とはまったく異なる状況であった.当時の歯科医師と患者との関係において,歯科医

師が有利であったとするよりも,患者側が不利であったと考えるべきであろうが,相対的

な関係においては歯科医師が強者,患者が弱者であったのは事実であろう. 

 差額徴収が大きな批判を浴びたのは,制度運用面での不備もあるが,歯科医師の絶

対数の不足という社会的背景が一番の要因ではなかっただろうか. 

 

 

Ⅲ.差額徴収の制度的問題  

 

 それでは,どうして差額徴収なるものが医療保険に取り入れられたのであろうか.当

時の医療保険の財政状況は今日よりは良好であり,診療報酬の改定率も昨今の改定

率よりは明らかに高いものであった. 

しかしながら,医科診療に比較して補綴診療などの保険外診療が多く,これをすべて保



険給付することは現実的に不可能であり,その打開策として保険と保険外の折衷的な

差額徴収が生まれたのであろう.そして,差額徴収は歯科医療機関と患者の双方にプ

ラスになる,との目算があったのであろう. 

 医療保険の制度からみた差額徴収の問題点は,以下の 3 点である. 

 

①保険診療と保険外診療とは本来,異なる料金体 系であるにもかかわらず,両者を

結び付けた制度 であった(図 2). 

 

 

 例えれば,市民プールの 300 円の入場券を持つ入が 7,000 円のシティホテルのプー

ルに出かけて,その差額 6,700 円をホテルに支払うようなものである. 

 保険,保険外を間わず,医療には公共性があり,上記の例は適切さを欠くかもしれない

が,少なくとも医療制度の面において,保険外診療の料金が保険診療の料金,すなわち

点数を参考とする必要はない.したがって,医療費の点から保険診療の金銀パラジウ

ム合金の冠と保険外診療の金合金を比較することはできるが,どちらの金額が妥当で

あるかどうかは多分に主観的なものである. 

 ただし,患者の立場では,公共料金たる保険診療を「標準的な料金」と考えるであろう.

また,数歯の診療を行った場合,料金が数倍になることは当然のこととはいえ,患者にと

っては大きな痛手である.コンタクトレンズが一度に 2 枚を超えて使用することがない

のとは異なるのである. 

 保険外診療の料金について別の例を示すと,医療保険未加入者が歯科診療所を受

http://www.minnanoshika.net/naisho/index.php?plugin=attach&refer=%A4%AB%A4%C4%A4%C6%A4%CE%BA%B9%B3%DB%C4%A7%BC%FD%A4%C8%A4%CF%A4%A4%A4%AB%A4%CA%A4%EB%A4%E2%A4%CE%A4%C0%A4%C3%A4%BF%A4%CE%A4%AB&openfile=%BF%DE2.jpg


診した際医療の内容が保険診療の対象となる行為であっても保険外診療となる.この

ときの初診料は,歯科初診料相当額の 1,860 円である必要や根拠はないのである.「保

険外診療なので全額自己負担」あるいは「10 割負担」との表現は,このような誤解を招

きやすい. 

 

②差額徴収は技術料差額であり,これは,患者に は形として見えないものである. 

 

 形として見えるものとは,例えば 

 ●ダミー3 歯のブリッジを製作する場合に,2 歯 分は保険診療で,1 歯分のみの差額 

 ●金合金冠を作製する場合に金合金と金銀パラジ ウム合金との材料の差額 

などである. 

 形として見えるものとは歯科医療の専門家でなくてもわかる保険診療のプラス α が,

明確にわかる治療である.特定療養費制度ではかつて,このプラス α をアメニティと名

付けていた.プラス α は,医療の内容のプラス α であると同時に,料金のプラス α であ

る.したがって,保険点数を大きく上回るような料金は,社会通念的には「プラス α」とは

呼べないのである.あくまで,ベースは保険診療である.かつての差額徴収のように,制

度上は保険診療がベースであるものの,患者が負担する料金は保険外診療に近いと

いった形態では,「差額のイメージ」はつかめないのである. 

 

③ 罰則規定の根拠が弱く,適用されることが皆無 であった. 

 

 歯科医療機関が本来の差額徴収を逸脱したとしても,それを根拠に行政処分が行わ

れることは皆無であった.昭和 49 年の厚生省保険局長通知では,「差額徴収に関し改

善の認められない保険医療機関に対しては,適切な措置を講じられたいこと」との,や

や抽象的な一文がある. 

 これは,指導監督の体制が不十分であることもさることながら,罰則も含めた差額徴

収の運用が健康保険法等の規定によるものでなく,厚生省の局長通知や課長通知に

基づくものであり,制度面での骨組みが脆弱であったためと考えられる. 

 

Ⅳ.特定療養費制度での金属床総義歯  

 

 平成 6 年に特定療養費の対象に加えられた金属床総義歯は事実上,技術差額であ

り,かつての差額徴収の二の舞を危ぶむ声もあったが,これといったトラブルは耳にし

ない.その理由として, 

 ①対象患者が限定される. 



 ②患者の負担金額の軽減が明確にわかるように するため,保険外診療の場合の金

額を掲示する ことが義務づけられている.このような掲示は 医科診療を含めた特定

療養費の対象のなかで金 属床総義歯のみである. 

 ③歯科医師の数が増加した. 

 ④患者の意識が高まった. 

 ⑤差額徴収の反省を活かしている. 

などが挙げられる. 

 

 

Ⅴ.差額徴収の教訓は今後,どのように活かきれるのか  

 

 いわゆる混合診療や特定療養費制度は,今後の歯科診療報酬の方向性を考えるう

えで,検討の対象となる課題のひとつであろう. 

 しかし,これらが歯科診療報酬が抱える問題の「うまい解決法」であると考えるなら,そ

れは大きな誤解である. 

 将来,特定療養費の対象が増えたと仮定しても,保険外診療の行為は存在するので

あるから,保険診療と特定療養費,保険外診療の 3 つの制度が並行することになる.こ

のことは保険給付には制約があるという点においては正当性を有すると思われるが,

患者が複雑な制度を理解することは困難であろう. 

 患者が,どの程度の金額負担(一部負担金と保険外負担)を妥当と考えるかは,所得

や価値観によって大きく異なるものである.今日,国民の所得格差は拡大の方向にあり,

価値観は,ますます多様化していることから,患者負担金についての国民的な合意の

形成は一層,困難になっている. 
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